
  

 

  

 

 

地方公共団体や国民の皆様に矯正のことをもっと知っていただくために，今回は，刑務所

について，御紹介します。 

    

               

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑務所では懲役受刑者や禁錮受刑者などを

収容していて，「犯罪の責任を自覚させる」，

「改善更生の意欲を高める」，「社会生活に適

応する力を育てる」ことなどを目的として，

受刑者に対して様々な働きかけ（矯正処遇等）

を行っているよ！ 

改善指導 

一般改善指導では，全ての受刑者を対象に被害者感情の理解や規則正しい生

活習慣等を指導しています。 

特別改善指導では，特定の受刑者を対象に薬物依存離脱指導，暴力団離脱指

導，性犯罪再犯防止指導などの６種類の指導を行っています。 
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入所から出所までの流れ 

入所 刑執行開始時の調査 刑執行開始時の指導 

面接等の方法により，受刑者一人一人の

問題性や生活環境を調査し，改善更生に

向けた計画（処遇要領）を作成します。 

教科指導 

所内規則，改善更生のための目標・教育

内容の説明等を行い，受刑生活への円滑

な導入を図ります。 
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作業 
懲役受刑者は，作業を行うことを義務付けられています。作業は，勤労意欲

の向上や社会生活に順応させることを目的としています。 

教科指導 

補習教科指導 

特別教科指導 

作業 

職業訓練 

社会貢献作業 

など 

補習教科指導では小学校又は中学校の教科内容を，特別教科指導では高等学

校以上の教科内容の指導を行い，社会生活を営む基礎力を育成しています。 



【問合せ先】 

法務省高松矯正管区更生支援企画課  

〒７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 

ＴＥＬ：０８７‐８２２‐４４６０ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

このように，刑務所では受刑者に対して矯正処遇等を通じて，

犯罪の責任を自覚させ，健康な心身を培わせるとともに，受刑者

の改善更生の意欲を喚起し，社会生活に適応する能力の育成を図

っています。 

そして，これらの取組が受刑者の再犯防止につながり，ひいて

は，国民の皆様が安全で安心して暮らせる社会となるよう，刑務

所は日々尽力しています。 

庵治石製品 

コースター（上）ペットのお墓（下） 

 Ｔｏｓａ巾着 

 書棚 

刑務所作業製品の御紹介 

 これらは，四国にある刑務所で制作されている刑務

所作業製品です。「安くて品質の良い」商品となってお

り，すべて受刑者が作っています！ 

紳士靴 

釈放前指導 

出所前に雇用情勢や社会保障手続など出所後直ちに必要と

なる知識，人間関係の在り方，仕事に対する姿勢などの社

会生活全般を指導します。 
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